
出水市木造住宅耐震診断補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 既存木造住宅の耐震診断を計画的に促進し、令和７年度までに新耐震基

準に適合する住宅の割合を９５パーセントに、令和１２年度までに耐震性が不

十分な住宅を概ね解消することを目標とし、災害に強いまちづくりを推進する

目的で、木造住宅の耐震診断を行う者に対して補助金を交付するものとし、そ

の交付については、出水市補助金等交付規則（平成１８年出水市規則第４８

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示に定めるところに

よる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(1) 木造住宅 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による建築物（こ

れらの構法又は工法を含む立面的な混構造については、当該構法又は工法の

部分に限る。）であって、次に掲げる全てを満たすものをいう。 

ア 専用住宅又は併用住宅（住宅の用途に供する部分の床面積が、延べ面積

の２分の１を超えるものをいう。）であること。 

イ 地上３階建てまでであること。 

ウ 昭和５６年５月３１日以前に建築（着工）されたものであること。 

エ 現に居住の用に供していること、又は居住の用に供されることが見込ま

れること。 

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補

強方法」に定める一般診断法又は精密診断法（時刻歴応答計算による方法を

除く。）に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価することであっ

て、耐震診断技術者により行われるものをいう。 

(3) 耐震診断技術者 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項

に規定する建築士で、鹿児島県木造住宅耐震技術講習会受講修了者名簿に登

録された者をいう。 



（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

(1) 耐震診断を行う木造住宅の所有者であること。 

(2) 前号の木造住宅に借家人がいる場合は、耐震診断について同意を得てい

ること。 

(3) 市税を滞納していないこと。 

（補助金の交付対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、耐震診断に要する経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、前条に規定する補助金の交付対象経費の総額の３分の２

に相当する額（その額に１，０００円未満の端数が生じたときはこれを切り捨

てた額）とし、木造住宅１棟につき６万円を限度とする。 

（耐震診断内容の協議） 

第６条 補助金の交付申請をしようとする者は、耐震診断に関する契約を耐震診

断技術者又は耐震診断事務所（耐震診断技術者が所属する事務所をいう。）と

締結する前に市長と協議を行い、その内容について助言又は指導を受けなけれ

ばならない。 

（補助金の交付の申請） 

第７条 規則第３条の補助金等交付申請書（次項において「交付申請書」とい

う。）は、第１号様式によるものとする。 

２ 規則第３条の規定により交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとす

る。 

(1) 耐震診断実施計画書（第２号様式） 

(2) 耐震診断費用の見積書の写し 

(3) 付近見取図、配置図及び平面図 

(4) 建築物の所有者及び建築時期が記された官公署の発行した書類の写し

（確認済証、検査済証、登記事項証明書等） 

(5) 耐震診断借主同意書（第３号様式）（借家人がいる場合に限る。） 

(6) 市税納付状況調査同意書（第４号様式）又は市税を完納していることを



示す証明書 

(7) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付の決定の通知） 

第８条 規則第６条の規定による補助金等の交付の決定の通知は、木造住宅耐震

診断補助金交付決定通知書（第５号様式）により行うものとする。 

（補助事業の内容等の変更） 

第９条 規則第７条第１項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとす

る。 

(1) 耐震診断の方法又は事業費に変更を生じたとき。 

(2) その他補助金の交付申請に係る書類に記載した内容に重要な変更を生じ

たとき。 

２ 規則第７条第１項の補助金等変更交付申請書は、第６号様式によるものと

し、同項の規定により当該変更交付申請書に添付すべき書類は、第７条第２項

に掲げる添付すべき書類のうち変更に係るものその他市長が必要と認める書類

とする。 

３ 規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は、変更承

認のみを行う場合にあっては木造住宅耐震診断補助金変更承認通知書（第７号

様式）により、変更承認に併せて変更決定を行う場合にあっては木造住宅耐震

診断補助金変更交付決定通知書（第８号様式）により行うものとする。 

（実績報告） 

第１０条 規則第１３条の補助事業等実績報告書（次項において「実績報告書」

という。）は、第９号様式によるものとする。 

２ 規則第１３条の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとお

りとする。 

(1) 木造住宅耐震診断結果報告書（第１０号様式）の写し 

(2) 耐震診断技術者又は耐震診断事務所が発行した領収書の写し 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定の通知） 

第１１条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定の通知は、木造住宅耐震



診断補助金交付確定通知書（第１１号様式）により行うものとする。 

（補助金の交付） 

第１２条 規則第１６条第１項の補助金等交付請求書は、第１２号様式のとおり

とする。 

（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


